
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像或いは音声を信号処理して記録データに変換する画像信号処理手段と、
　前記画像信号処理手段により生成された記録データを ディ
スク状記録媒体に記録するためにディスク規格上の基本記録単位毎に媒体記録データに変
換する記録再生信号処理手段と、
　前記記録データを前記基本記録単位毎に記憶するメモリと、
　前記媒体記録データを前記ディスク状記録媒体に記録する記録手段と、を備え、
　前記ディスク状記録媒体へ前記媒体記録データを前記基本記録単位毎に記録していてそ
の基本記録単位の途中で記録が外部要因により中断された場合、前記外部要因が除去され
るまで前記記録が中断された基本記録単位の記録データをメモリに格納し、記録再開後、
前記記録が中断された前記ディスク状記録媒体上の位置から前記記録が中断された基本記
録単位の残りのデータを引き続き記録することを特徴とするデータ記録装置。
【請求項２】
　請求項１に記載のデータ記録装置において、
　前記ディスク状記録媒体へ前記基本記録単位毎に記録していてその基本記録単位の途中
で前記記録が外部要因により中断された場合、前記外部要因が除去されるまで前記記録が
中断された基本記録単位の記録データ以降のデータをメモリに格納し、
前記外部要因が除去される以前に前記メモリに格納されているデータ量が許容記録容量以
上になった場合、少なくとも外部要因により中断されたところの基本記録単位の記録デー
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タは記録保持し、それ以降を順次消去し、前記外部要因が除去された後、前記記録が中断
されたディスク状記録媒体上の位置から前記記録が中断された基本記録単位の残りの記録
データを引き続き記録し、引き続き該メモリに残っている基本記録単位の記録データを順
次記録することを特徴とするデータ記録装置。
【請求項３】
　画像或いは音声を信号処理して記録データに変換し、
　前記画像信号処理手段により生成された記録データを ディ
スク状記録媒体に記録するためにディスク規格上の基本記録単位毎に媒体記録データに変
換し、
　前記記録データを前記基本記録単位毎に記憶し、
　前記媒体記録データを前記ディスク状記録媒体に記録する手順を備え、
　前記ディスク状記録媒体へ前記媒体記録データを前記基本記録単位毎に記録していてそ
の基本記録単位の途中で記録が外部要因により中断された場合、前記外部要因が除去され
るまで前記記録が中断された基本記録単位の記録データを記憶し、記録再開後、前記記録
が中断された前記ディスク状記録媒体上の位置から前記記録が中断された基本記録単位の
残りのデータを引き続き記録することを特徴とするデータ記録方法。
【請求項４】
　請求項３に記載のデータ記録方法において、前記ディスク状記録媒体へ前記基本記録単
位毎に記録していてその基本記録単位の途中で前記記録が外部要因により中断された場合
、前記外部要因が除去されるまで前記記録が中断された基本記録単位の記録データ以降の
データをメモリに格納し、
　前記外部要因が除去される以前に前記メモリに格納されているデータ量が許容記録容量
以上になった場合、少なくとも外部要因により中断されたところの基本記録単位の記録デ
ータは記録保持し、それ以降を順次消去し、前記外部要因が除去された後、前記記録が中
断されたディスク状記録媒体上の位置から前記記録が中断された基本記録単位の残りの記
録データを引き続き記録し、引き続き該メモリに残っている基本記録単位の記録データを
順次記録することを特徴としたデータ記録方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、光ディスクなどのディスク状記録媒体にデータを記録するデータ記録技術に関
し、特に、撮影手段により撮影される動画や集音手段により音声をデータとして光ディス
クに記録するデータ記録技術に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
ディスク状記録媒体よりディジタル信号を再生するディスク再生装置として、例えば、コ
ンパクトディスク（ＣＤ）からディジタル音声データを再生するＣＤプレーヤーがある。
このＣＤプレーヤーは、あらかじめディスクに形成されたピットとランドの反射率の違い
を、光学ヘッドを用いて読み取ることにより、再生信号を得る。
【０００３】
このＣＤプレーヤーのように、ディスクよリ光学ヘッドを用いて信号を再生するディスク
再生装置は、テープ状記録媒体を使った再生装置などに比較して、ランダムアクセスなど
操作性が向上している。また、記録媒体と光学ヘッドとが非接触であるため、記録媒体の
劣化が無く、信頼性も非常に高いものとなっている。
【０００４】
しかしながら、このようなディスク再生装置においては、ディスク上のゴミや欠陥、或い
は電気的ノイズ、振動等により、ディスクから信号を読み出す光学ヘッドの信号品質が劣
化し、記録されているデータを正常に読み出せず、正常に再生できない（例えば、ＣＤプ
レーヤーであれば音声が途切れるなど）という問題が生じやすかった。このような問題は
、当然記録可能なディスク装置、すなわち、ディスク記録装置においても同様に発生し、

10

20

30

40

50

(2) JP 3788365 B2 2006.6.21

記録が一回のみの媒体である



ディスク記録装置においては、ディスク上のゴミや欠陥、或いは電気的ノイズ、振動等に
より、光学ヘッドからの記録信号がディスク上に正常に到達できず、ディスクに対し正常
な記録が行われないという問題が生じた。
【０００５】
これらの問題を解決するために、従来は、光学ヘッドが記録できなかった場所（トラック
）をもう一度走査して、同じ記録信号を再度記録する、いわゆるリトライ動作を行ってい
た。
【０００６】
上記したリトライ動作は、記録できなかった場所の直前の場所に戻り、正しい記録をもう
一度行うことから、記録データを出来るだけ信頼性良くディスク上に記録できる。従って
、何度も書き換え可能な記録媒体にとっては有効な手段である。しかし、ＣＤ－Ｒ (Compa
ct Disc-Recordable)、ＤＶＤ－Ｒ (Digital Versatile Disc-Recordable)のように、ディ
スクへの記録回数が１回きりの媒体で、一度記録したところが正常に記録されないとその
ディスクは記録不良となるシステムでは、上記リトライは有効とはいえない。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
本発明の目的は、上記した従来技術の問題点を解消し、画像が途切れる、或いは音が途切
れる等の問題が生じにくい、信頼性の高いデータ記録技術を提供することにある。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
本発明では、記録時に記録異常が検出された場合、基本記録単位の記録の途中においても
一旦記録を中断し、少なくとも、記録が中断した基本記録単位の情報を該メモリに保持し
続け、記録異常の原因が除去された後、或いは、再度の記録を指示したときに、再度記録
異常が検出された直前の記録位置に戻り、該基本記録単位の記録が中断された場所以降か
ら再び記録動作を試みるようにした。
【０００９】
この発明によれば、何らかの原因で基本記録単位のデータの途中で記録停止が生じた場合
においても、リトライで記録停止した直後の位置から、前記基本記録単位の残データを引
き続き記録できる。さらに、前記記録停止時間が長く、記録データを一時的に保持するメ
モリ容量が越えそうになった場合でも、記録停止時の基本記録単位のデータは保持し続け
るため、記録開始後に、ディスク上の既記録部に引き続き該記録単位の残データを記録で
きることから、これら箇所の再生時において、画像、音声の乱れは生じにくい。
【００１０】
　また、本発明では、

。
【００１１】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施例を、図面を用いて説明する。
【００１２】
図１は、本発明に係るデータ記録装置の実施例であるビデオカメラの概略構成を示すブロ
ック図である。なお、本図にて回路として示している部分は、回路でなければ実現できな
いものではなく、プログラム等、ソフトウエアに置換可能であることは言うまでもない。
【００１３】
撮影部１は、撮影光学系２や撮像素子であるＣＣＤ (Charge Coupled Device)３やＡ／Ｄ
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変換器４などからなり、被写体像を撮影光学系２によってＣＣＤ３上に結像させ、ＣＣＤ
３により画像信号を得て、これをＡ／Ｄ変換器４によってディジタル化して出力する。
【００１４】
画像信号処理回路５は、撮影部１からの画像信号を画像データに変換処理する。この画像
信号処理回路５は、音声を電気信号に変換する代表的な手段であるマイクロフォン１４か
ら出力される音声情報信号をも処理するようになっている。また、再生時には、画像信号
処理回路５は、後述する記録再生信号処理回路６からの画像データを表示出力用の画像情
報信号に変換処理するようになっている。さらに、画像信号処理回路５は、後述する記録
再生信号処理回路６からの音声データを音声出力用の音声情報信号に変換処理するように
なっている。
【００１５】
ビデオカメラの場合、記録データである画像データ、音声データは連続的に画像信号処理
回路５で処理を行われており、画質、音質は、画質信号処理回路５の処理能力で決められ
、その処理能力により画像信号処理回路５から記録再生信号処理回路６に送られるデータ
の転送速度が決まる。
【００１６】
記録再生信号処理回路６は、画像信号処理回路５で処理され、メモリ７に蓄積されている
記録データとしての画像データ（音声データを含む）を、ディスク状記録媒体９へ記録す
るための記録フォーマットにしたがった媒体記録データに変換するため、あるいは、ディ
スク状記録媒体９から再生された再生データを画像データ（音声データを含む）に変換処
理するため、エンコード／デコード処理、変調／復調処理、ＥＣＣ (Error Correction Co
de)付加／誤り訂正処理などの処理を行う。
【００１７】
ディスクへ記録する単位は、規格上決められた単位を基本記録単位とするが、何らかの原
因で、上記基本記録単位でディスク状記録媒体９への記録が完結出来ず、途中で記録が中
断する場合もある。ディスクへの記録、或いは再生の転送速度は、記録再生信号処理回路
６の処理能力、記録再生回路８の処理能力、ディスクの回転速度等により決まる。
【００１８】
メモリ７には、画像信号処理回路５からの画像データ（音声データを含む）を一時記憶さ
れる。メモリ７は、画像信号処理回路５から転送される画像データ或いは音声データの転
送速度が、ディスク状記録媒体９に記録を行う速度より速い場合、或いは、前述のように
、ディスク状記録媒体９への記録が何らかの原因で中断した場合に、ディスク状記録媒体
９に記録する記録データを上記基本記録単位毎に蓄積する。従って、ディスク状記録媒体
９への記録は、メモリ７内の記録データの蓄積量がメモリ７自身のメモリ容量以上になら
ないうちに記録する必要がある。
【００１９】
記録再生回路８は、記録再生信号処理回路６によって処理されたディジタルデータをアナ
ログ信号に変換し、このアナログ信号に基づいて半導体レーザに代表される光学ヘッド１
０内のＬＤ１０を駆動する。また、光学ヘッド１０内のＤｅｔｅｃｔｏｒが受光した光を
アナログ信号に変換し、出力する。
【００２０】
サーボ回路１１は、光学ヘッド１０がディスク状記録媒体９にデータを記録する際に必要
なサーボ制御、例えば、光学ヘッド１０のアクチェータを制御するフォーカスやトラッキ
ング制御、ディスク状記録媒体を回転させるスピンドルモータを制御するディスクの回転
制御、光学ヘッド１０のアドレス位置を制御するシーク制御等を行う。これらのサーボ制
御自体は既に知られた事項であるので、詳細な説明を省略する。
【００２１】
ＬＣＤ（ Liquid Crystal Display）１５は、データ記録時には、撮影手段１によって撮影
された画像を表示する画像表示手段として機能する。
【００２２】
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データ再生時には、ディスク状記録媒体９からの反射光を光ヘッド１０内のＤｅｔｅｃｔ
ｏｒで受光し、記録再生回路８でアナログ信号に変換されたデータが、再生された記録デ
ータとしてメモリ７に一旦蓄積される。その後、記録再生信号処理回路６で元の画像デー
タに変換され、画像信号処理回路５を経て、ＬＣＤ１５に表示される。
【００２３】
システム制御回路１２は、装置全体の統括制御を司る制御マイコンであり、上述した装置
の各部の制御や、全体の統括管理を行う。
【００２４】
ディスプレイ装置１３は、上述した本実施例のビデオカメラと接続可能であり、ディスク
状記録媒体９に記録された媒体記録データの再生画像を表示することができる。
【００２５】
次に、図１に示したビデオカメラが、ディスク状記録媒体９に対し正常な記録、或いは再
生が行われない状態になったときの処理を、図２および図３を用いて説明する。これ以降
の説明において、以下の点を前提として説明をする。▲１▼データの記録が途中で停止し
たことは、記録再生回路８あるいはサーボ回路１１を介してシステム制御回路１２によっ
て認識される。データの記録を再開できるか否かの判断は、記録再生回路８あるいはサー
ボ回路１１より得られる情報に基づいてシステム制御回路１２が行う。▲２▼本実施例で
は、基本記録単位は、 ECCblock単位としている。▲３▼基本記録単位のデータが記録され
るディスク状媒体９上の記録位置は、ディスク状記録媒体９上に予め記録されているアド
レス信号等を、光学ヘッド１０を用いて読み取ることによって容易に特定することができ
る。
【００２６】
図２ (a)は通常時の記録動作を示す。（１）に示すように、画像信号処理回路５によって
生成された基本記録単位毎の記録データＡ～Ｄは、一旦メモリ７に保持され、その後（２
）に示すように、記録再生信号処理回路６により媒体記録データに変換した後、ディスク
状記録媒体９上に、１から４の順に媒体記録データを記録する。（３）に示すように、デ
ータの再生時は、ディスク状記録媒体９に記録されている媒体記録データ１～４を、記録
再生信号処理回路６、画像信号処理回路５によって再生データＡからＤに変換し、再生す
る。
【００２７】
図２ (b)及び図２ (c)は、振動等の外部要因によって、サーボが外れたり光学ヘッド１０の
ＬＤが突然ｏｆｆしてしまった結果、基本記録単位のデータの記録が途中で停止してしま
った場合の記録動作を示す。
【００２８】
図２ (b)に、記録中断から記録再開までの期間が、記録データがメモリ７に閾値まで蓄積
される時間より短い場合の記録動作を示す。外部要因によりディスク状記録媒体９への媒
体記録データの記録が中断した場合（Ｂ 'の個所で記録が中断、媒体記録データでは、２
’の箇所）には、システム制御回路１２による制御の下、その個所の情報Ｂはメモリ７上
にそのまま保持される。再度媒体記録データの記録が可能になった場合、システム制御回
路１２による制御の下、サーボ回路１１により光学ヘッド１０を記録中断となった位置に
再位置付けする。その後再位置付け位置から既記録部分の情報２ 'を除いた残りの情報２
”を記録する。そして、その後は順次記録する。つまりメモリ７に蓄積されている記録デ
ータＣ、Ｄを記録再生信号処理回路６で媒体データ３、４に変換してディスク状記録媒体
９に記録する。
【００２９】
ＤＶＤ－Ｒ、ＣＤ－Ｒ媒体のように、記録が一回のみの媒体の場合、一度基本記録単位の
途中で記録が中断してしまった場合、再記録のとき、既に記録してしまった場所の重ね書
きが出来ないため、情報を途中から書く必要がある。途中から記録した場合、どうしても
記録のつなぎ部分（図中の網掛け部分）が生じ、つなぎ部分で記録不能、或いは記録クロ
ックの乱れが生じるが、その場所が非常に小さい範囲なので、十分訂正できる。従って、

10

20

30

40

50

(5) JP 3788365 B2 2006.6.21



このような方式を行っても、画像の乱れ、音声の途切れを防止することが出来る。
【００３０】
図２ (c)に、記録中断から記録再開までの期間が、記録データがメモリ７に閾値まで蓄積
される時間より長い場合の記録動作を示す。基本的には図２ (b)の場合と同様の動作を行
うため、相違点を中心に説明する。外部要因によりディスク状記録媒体９への媒体記録デ
ータの記録が中断した場合（記録データＢ 'の個所で記録が中断、媒体記録データでは、
２’の箇所）には、システム制御回路１２による制御の下、その個所の情報Ｂはメモリ上
にそのまま保持される。記録停止時間が長くなり、メモリ７に蓄積された情報がある閾値
を超えた場合、メモリ７内の情報をはじめに記録保持されたものより順に消して（本図で
は記録データＣ～Ｅ）、新たな情報Ｆ、Ｇを保持する。然しながらこの際、記録停止した
個所の基本記録単位の情報Ｂは消さない。記録が再開した場合には、記録中断となった位
置に再位置付けする。その後再位置付け位置から既記録部分を除いた残りの情報２”を記
録する。その後は消された情報を除き順次記録する。つまりメモリ７に蓄積されている記
録データＦ、Ｇを記録再生信号処理回路６に媒体記録データ３、４に変換してディスク状
記録媒体９に記録する。
【００３１】
このような記録動作によっても、図２ (b)に示した記録動作の場合と同様の効果が得られ
る。さらに、古いデータから順次消去して最新のデータを蓄積し、記録媒体に記録できる
ので、最新のデータは記録媒体に残しておきたいユーザにとって利便性が向上する。
【００３２】
図３ (a)及び図３ (b)は、例えば、ＤＶＤ－ＲＡＭ (Digital Versatile Disc-Random Acces
s Memory)、ＤＶＤ－ＲＷ (Digital Versatile Disc-ReWritable)といった書き換え可能な
ディスク上に傷、或いは汚れなどがあって、何度リトライ動作をしても記録出来ない部分
がある場合の記録動作を示している。本図では、ディスク状記録媒体９に媒体記録データ
を２’迄記録し、その箇所で記録停止が起こった場合を例に示す。
【００３３】
図３ (a)は、記録中断から記録再開までの期間が、記録データがメモリ７に閾値まで蓄積
される時間より短い場合の記録動作を示す。基本的には図２ (b)の場合と同様の動作を行
うため、相違点を中心に説明する。図３ (a)のケースにおいて、記録再開しても図２ (b)の
ケースのように残データ２”が記録できない場合には、記録途中からＥＣＣ訂正符号を付
加した記録データとしての残データ２”を記録することはせずに、システム制御回路１２
の制御の下、訂正することが出来ないダミーデータ（ダミー）を記録する。その後はメモ
リに残った情報を順次記録する。つまり、メモリ７に蓄積されている記録データＣ、Ｄを
記録再生信号処理回路６によって媒体記録データ３、４に変換してディスク状記録媒体９
に記録する。この場合、ダミーデータを記録した個所の再生はエラー訂正できないため、
必ず画像、音声の場合、画像の乱れ、音飛びになる。よって、訂正できない場合は、その
記録単位のデータの再生をスキップして再生する。つまり、記録再生信号処理回路６で媒
体記録データを再生データに変換している過程で、媒体記録データのうち２’とダミーデ
ータからなる基本記録単位の部分をスキップし、Ａ、Ｃ、Ｄの順に再生データに変換する
。
このような記録動作により、記録できない箇所にダミーデータを記録し、該ダミーデータ
部を、再生時スキップして再生することができるので、再生時において、画像、音声の乱
れが生じにくくなる。
【００３４】
図３ (ｂ )に、記録中断から記録再開までの期間が、記録データがメモリ７に閾値まで蓄積
される時間より長い場合の記録動作を示す。基本的には図２ (c)の場合と同様の動作を行
うため、相違点を中心に説明する。記録停止時間が長くなり、メモリ情報がある閾値を超
えた場合、メモリ内の情報をはじめに記録保持されたものより順に消して（記録データＣ
～Ｅは消去）、新たな記録データＦ、Ｇを蓄積する。記録再開しても２”の残データが記
録できない場合には、記録途中からＥＣＣ訂正符号を付加した記録データの残データを記
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録することはせずに、訂正することが出来ないダミーデータを記録する。その後は消され
た情報を除き順次記録する。つまりメモリ７に蓄積されている記録データＦ、Ｇを記録再
生信号処理回路６によって媒体記録データ３、４に変換してディスク状記録媒体９に記録
する。再生時は、２’とダミーデータからなる基本記録単位の部分をスキップし、Ａ、Ｆ
、Ｇの順に再生する。つまり、記録再生信号処理回路６で媒体記録データを再生データに
変換している過程で、媒体記録データのうち２’とダミーデータからなる基本記録単位の
部分をスキップし、Ａ、Ｆ、Ｇの順に再生データに変換する。
【００３５】
前記基本記録単位のデータの再生を行わずにスキップするかどうかの判断は、システム制
御回路１２が記録再生信号処理回路６を制御することで行う。判断の方法は、前記ダミー
データを記録したことにより、記録再生信号処理回路６が訂正できないことを判断し、記
録再生信号処理回路６に当該部分の再生をスキップさせる。或いは、ダミーデータ内に再
生をスキップするかどうかの判断する情報を埋め込み、記録再生信号処理回路６でさいせ
いされたその情報により再生のスキップを実行するかどうかの判断を行う。
【００３６】
図４は、メモリ７内に一時的に記憶される基本記録単位のデータの記録消去の状態を示す
。メモリの許容容量は、この場合、６基本記録単位とし、基本的にはリングバッファのよ
うな記憶方式を採用する。従って、ＡからＦまで記憶した後、それ以上記憶する必要があ
った場合には、Ａを消去し新たにＧを記憶する。通常は図４の（１）に示すように、Ａ、
Ｂ、Ｃの順番に一時記憶を行う。このとき、ディスク上への記録が、Ｃの記憶部の途中で
記録停止した場合（図中の網掛け部）、引き続き、Ｄ、Ｅ、Ｆを記憶する（図４の（２）
）。記録の再開が起こった場合には、記録途中のＣの網掛け以外のところから順にディス
クへの記録を開始する。記録停止時間が長くなっていった場合、図４の（３）の様に、す
でにディスクへの記録が終わったＡ、Ｂを消去し、新たにＧ、Ｈを記憶する。図４の（４
）に示すように、記録停止が更に長くなって、Ｃの部分の消去が必要になっても、Ｃはそ
のまま保持し、代わりにＤ、Ｅの順に消去し、新たにＩ、Ｊを記憶する。図４の（５）に
おいて、ようやく記録の再開が可能になった場合、ディスク上への記録は、まずＣの記憶
部の途中で記録停止した残りの部分を記録し（図中の網掛け部）、引き続き、Ｆを記録、
引き続き、Ｇ、Ｈの順にディスク上に記録する。
【００３７】
上述の実施例は、ビデオカメラを例にあげて説明したが、本発明はビデオカメラに限られ
るものではなく、いわゆる録音機、携帯情報端末（ＰＤＡ )、ＰＣ等にも適用可能である
ことは言うまでもない。
【００３８】
【発明の効果】
　以上説明したように、本発明では、何らかの原因で基本記録単位のデータの途中で記録
停止が生じた場合においても、リトライで記録停止した直後の位置から、前記基本記録単
位の残データを引き続き記録できると共に、たとえ、前記記録停止時間が長く、記録デー
タを一時的に保持するメモリ容量が越えそうになった場合でも、記録停止時の基本記録単
位のデータは保持し続けるため、再度記録開始された場合に、ディスク上の既記録部に引
き続き該記録単位の残データを記録するため、これら箇所の再生時において、画像、音声
の乱れは生じにくい
【図面の簡単な説明】
【図１】図１は、本発明を適用した実施例であるビデオカメラのシステム構成を示す図で
ある。
【図２】図２は、本発明を適用した実施例であるビデオカメラの記録再生動作を説明する
図である。
【図３】図３は、本発明を適用した実施例であるビデオカメラの記録再生動作を説明する
図である。
【図４】図４は、本発明を適用した実施例であるビデオカメラの一時保管のためのメモリ
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内の記録再生動作を示す図である。
【符号の説明】
１…撮像部、５…画像信号処理回路、６…記録再生信号処理回路、７…メモリ、８…記録
再生回路、９…ディスク状記録媒体、１０…光学ヘッド、１１…サーボ回路、１２…シス
テム制御回路、１３…ディスプレイ装置、１４…マイクロフォン、１５…ＬＣＤ (Liquid 
Crystal Display)。

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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